
公 告

ネットワーク不正通信対策業務について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公

告します。

平成２９年１２月１３日

公立大学法人奈良県立医科大学

理事長 細井 裕司

１．競争入札に付する調達の内容

（１）入札物件

ネットワーク不正通信対策業務

（詳細は、入札説明書のとおりとします。）

（２）完了期限

契約締結日から平成３０年３月３１日（土）

（３）作業場所

奈良県橿原市四条町８４０番地

公立大学法人奈良県立医科大学

２．競争入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる要件をすべて満たし、公立大学法人奈良県立医科大学理事長による入札参加資格

の確認を受けた者でなければなりません。

（１）公立大学法人奈良県立医科大学物品購入等の契約に係る取引停止等措置要領に基づく

取引停止等の措置（奈良県の入札参加資格停止の措置を含む。）期間中でないこと。

（２）奈良県における物品購入等に係る競争入札の参加資格者で、営業種目がＢ１⑤の「コン

ピュータ、周辺機器」、Ｑ２の「電算業務」またはＱ７⑮の「その他サービス」に登録

されている者であること。奈良県（会計局総務課調達契約係）へ届けた印章について、

受付されたことを証するため、受付印が押された届けの控えの写しを提出すること。

（３）別紙仕様書に示した仕様と同等以上の業務実績（国、地方公共団体または独立行政法人

と、２件以上の契約実績）があることを証明できる者であること。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立て

同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件（以下｢旧更正

事件｣。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下｢旧

法｣。）第３０条に規定する更正手続開始の申立てを含む。）をしていない者または申

立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の決定

（旧更正事件に係る旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。）を受けた者については、

更正手続開始の申立てをしなかった者または申立てをなされなかった者とみなす。

（５）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条の規



定による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２号第１項の規程による和議

開始の申立てをしていない者であること。

（６）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条に規定する再生手続開始の申立てをし

ていない者または申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手

続開始の決定を受けた者であって、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開

始の申立てをしなかった者または申立てをなされなかった者とみなす。

（７）その他、入札説明書に記載されている条件を満たしていること。

３．入札参加申込

（１） 申込（申請）受付場所

〒６３４－８５２１ 奈良県橿原市四条町８４０番地

公立大学法人奈良県立医科大学

法人企画部 総務課情報推進係 那須、熊谷

ＴＥＬ：０７４４－２２－３０５１（内線：２１６２）

ＦＡＸ：０７４４－２９－８８１５

E-Mail：ｉｃｔｗｏｒｋ＠ｎａｒａｍｅｄ－ｕ．ａｃ．ｊｐ

（２） 質問の受付期間

入札説明書、仕様書等に関して質問がある場合は、質問票（別紙様式５）を作成し、

平成２９年１２月２０日(水)午後３時までに３．(１)の場所まで電子メールで

提出して下さい。なお、質問票を提出する場合は、必ず事前にその旨電話下さい。

（電話による質問および土・日・祝日は不可とします。）

質問に対する回答は、平成２９年１２月２５日（月）までに全員にメールで回答しま

す。

（３） 入札説明会

入札説明会は実施しません。

（４） 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に記載する提出書類を

平成３０年１月１１日（木）午後３時までに、３．(１)の場所に持参してください。

提出書類に基づいて入札参加資格の有無を確認し、その結果を

平成３０年１月１７日（水）までに入札参加申込者に対しＦＡＸにより通知します。

（５） 入開札の日時および場所

平成３０年１月２３日（火） 午後２時００分から

公立大学法人奈良県立医科大学 大学本部棟３階 小会議室

（６） 郵便による入札

不可

４．入札方法

（１） 入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、



当該金額の１００分の８に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格としますので、競

争入札に参加しようとする者は、消費税および地方消費税に係る課税業者であるか免

税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。

５．入札保証金

業務実績が過去２年以内に２件以上ある場合は免除します。

ただし、落札者が落札後契約を締結しない場合は、公立大学法人奈良県立医科大学契約規程

第１７条第２項の規定に基づき、損害賠償を請求する場合があります。

６．契約保証金

公立大学法人奈良県立医科大学契約規程の定めによります。

７．契約書作成の要否

要します。

８．落札者の決定方法

入札説明書のとおりとします。

９．入札の無効

この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、公立大学法人奈良県立医科大学契

約規程第７条の規定に該当する入札および入札に関する条件に違反した入札は、無効としま

す。

１０． 契約の不締結

落札者決定後、契約締結までの間に、落札者について、次のいずれかに該当する理由がある

と認められるときは、契約を締結しないものとします。

（１）落札者の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員および支配人並びに支店または営業

所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあっ

てはその者および支配人並びに支店または営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

ると認められるとき。

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。

（３）落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、

または第三者に損害を与える目的で、暴力団または暴力団員を利用していると認められ



るとき。

（４）落札者の役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると

認められるとき。

（５）（３）および（４）に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団または暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

（６）本契約に係る下請契約または資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」と

いう。）に当たって、その相手方が上記（１）から（５）のいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

（７）本契約に係る下請契約等に当たって、上記（１）から（５）のいずれかに該当する者を

その相手方としていた場合（上記（６）に該当する場合を除く。）において、奈良県立

医科大学が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わな

かったとき。

１１． 契約の解除

契約締結後、契約者について１０ (１)から(７)までのいずれかに該当する事由があると認

められるときまたはこの契約の履行にあたって、暴力団または暴力団員から不当に介入を

受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を本学に報告せず、若しくは警察に届け出なかった

と認められるときは、契約を解除することがあります。この場合、契約者は、損害賠償金

を納付しなければなりません。

なお、１０ (１)、(３)、(４)及び(５)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替える

ものとします。

１２． その他必要事項

その他詳細は、入札説明書のとおりとします。


